
   恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、婚姻に伴う若年世代夫婦の新生活における準備費用を支援

し、もって少子化対策の一助とするため、本市で住宅を取得する者に対し、予

算の範囲内において、恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金（以下「奨励金」

という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 （１） 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、ト

イレ、浴室等を有する延べ床面積が 55平方メートル以上の住宅をいう。ただ

し、店舗、事務所その他業務の用に供する空間が合わさっている併用住宅に

あっては、延べ床面積の２分の１以上が居住の用に供されており、かつ、居

住用部分の延べ床面積が 55平方メートル以上であるものに限る。 

 （２） 住宅の取得 本市への移住又は定住を目的に、住宅を新築し、又は購

入（２親等以内の親族との売買及び契約書を締結しない売買を除く。）し、自

己の名義で当該住宅の登記をすることをいう。ただし、住宅の新築又は購入

の日から起算して１年を経過した日以降に登記したものを除く。 

 （３） 補助対象事業 次の事業をいう。 

  ア 令和５年３月１日から令和６年３月 31 日までの期間に行われる住宅の

取得又は２親等以内の直系の親族と同居するために行う増築若しくは改築 

  イ アの住宅の取得をするために行われる宅地の購入。ただし、令和２年３

月 31 日以前に行われた宅地の購入並びに２親等以内の親族との売買及び

契約書を締結しない売買を除く。 

 （４） 補助対象事業完了日 住宅の取得に伴う登記が完了した日（２親等以

内の直系の親族と同居するために行う増築又は改築に要する費用の支払が完

了した日）をいう。 

 （５） 増築 既存の住宅の床面積を 10 平方メートル以上増やすことをいう

（同一の敷地内に用途上不可分な建築物を別に建築する場合を含む。）。 

 （６） 改築 既存の住宅の全部又は一部を解体し、造り替えることをいう。 

 （交付対象者） 



第３条 奨励金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次のい

ずれにも該当する者とする。 

 （１） 本市に定住する意思を有し、補助対象事業で取得又は増築若しくは改

築する住宅（以下「補助対象住宅」という。）に自己の生活の本拠として居住

し、当該居住地を住所と定め、本市の住民基本台帳（住民基本台帳法（昭和

42年法律第 81号）第６条に規定する住民基本台帳をいう。）に記録されてい

る者 

 （２） 補助対象事業完了日及び婚姻日において、満年齢が 50歳未満である者 

 （３） 本人及びその世帯員全員に本市の市税等の滞納がない者 

 （４） 本人及びその配偶者が次のいずれも満たす夫婦であること。 

  ア 令和５年３月１日から令和６年３月 31 日までの間に婚姻届を提出し、

受理された夫婦であること。 

  イ 奨励金の交付の申請時において、所得の額を明らかにすることができる

市区町村長の証明書（以下「所得証明書」という。）を基に算出した夫婦の

直近過去１年間の所得額の合計が 500 万円未満であること。 

  ウ 生活保護法（昭和 25年法律第 144 号）に基づく保護を受けておらず、夫

婦の属する世帯の収入が保護の基準以下になるおそれがないこと。 

 （５） 本人及びその配偶者が補助金の交付を受けた日から起算して２年以上

継続して本市に居住する意思があること。 

２ 前項第４号イの規定にかかわらず、交付対象者及びその配偶者の双方又は一

方が貸与型奨学金（公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸

与された資金をいう。）の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出

した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額を所得額の合

計とみなす。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」と

いう。）が負担する補助対象事業に要する費用（100 万円以上の費用に限り、申

請者と同居する配偶者が負担する補助対象事業に要する費用を含む。）とし、次

の工事に要する費用を除く。 

 （１） 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事 

 （２） 造成工事及び地盤改良工事 

 （３） 造園、門扉、屏等の外構工事及び車庫、物置その他居住部分以外の設



備の設置工事（住宅部分の建築工事と不可分で一体的な工事を除く。） 

 （４） エアコン、ガスコンロ、照明その他の住宅設備のみの購入又は設置工

事 

 （５） カーテン、家具その他の調度品の購入又は設置工事 

 （６） 修繕又は単なる模様替えを目的とした工事 

 （７） その他市長が適当でないと認める工事 

 （奨励金の額） 

第５条 奨励金の額は、前条の補助対象経費の 10 分の１に相当する額とし、50

万円に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加えた金額を上限

とする。ただし、奨励金の額に１万円未満の端数が生じた場合にあっては、こ

れを切り捨てた額とする。 

 （１） 18 歳以下の子ども（申請者の子であって、補助対象事業の完了日にお

いて満年齢が 18歳以下のものをいう。）が同居する場合 20 万円 

 （２） 申請者が本市の区域外から区域内に転入した者であって、転入日の翌

日から起算して１年を経過する日までに補助対象住宅に自己の生活の本拠と

して居住する場合 10 万円 

 （交付の申請） 

第６条 申請者は、補助対象事業完了日の翌日から起算して６月を経過する日（補

助対象住宅が大幅な修繕を必要とする場合その他補助対象住宅に速やかに居住

を開始することが困難と認められる場合にあっては、当該事由が解消された日

の翌日から起算して６月を経過する日）までに恵那市新婚世帯えなで暮らそう

奨励金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

 （１） 補助対象事業に係る契約書、請書その他事業内容が分かる書類の写し 

 （２） 補助対象事業において取得した住宅及び宅地の登記事項証明書の写し 

 （３） 補助対象事業における住宅の取得、増築又は改築に要する費用及び宅

地の購入費用の支払が確認できる書類 

 （４） 住宅の増築又は改築を行った場合、当該工事着手前及び当該工事完了

後の現場写真 

 （５） 夫婦の婚姻日が分かる戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 

 （６） 夫婦それぞれの 新の所得証明書 

 （７） 第３条第２項に該当する場合にあっては、その事実が確認できる書類 



 （８） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要がないと認めるときは、前項各号に

掲げる書類の提出を省略させることができる。 

 （交付の決定等） 

第７条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、奨励

金の交付を決定したときは恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金交付決定通知

書（様式第２号）により、奨励金の交付を決定することが適当でないと認める

ときは恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金不交付決定通知書（様式第３号）

により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、奨励金の交付の決定に関し、条件を付

すことができる。 

３ 市長は、第１項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、奨励金の交付の対象としない。 

 （１） 恵那市暴力団排除条例（平成 24年恵那市条例第 31号）第２条第３号

に規定する暴力団員等 

 （２） 前号に掲げる者と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 （奨励金の交付請求） 

第８条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者は、恵那市新婚世帯えな

で暮らそう奨励金交付請求書（様式第４号）を交付決定日から 30日以内に市長

に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、

交付決定を受けた者へ奨励金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し及び奨励金の返還） 

第９条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、

奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は奨励金の返還を命ずること

ができる。 

 （１） 偽りその他不正な手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。 

 （２） 第７条第１項の交付決定通知書に記載された交付条件に従わなかった

とき。 

 （３） 第７条第３項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

 （４） その他市長が不適当と認めたとき。 

 （重複交付の禁止） 



第 10条 第３条の規定にかかわらず、次の場合には、奨励金の交付は行わないも

のとする。 

 （１） 申請者又はその配偶者が恵那市子育て世帯等宅地購入応援事業補助金

交付要綱（平成 28年恵那市告示第 21号）の規定による恵那市子育て世帯等

宅地購入応援事業補助金の交付を受けたことがある場合 

 （２） 申請者又はその配偶者が恵那市同居・近居応援事業補助金交付要綱（平

成 28年恵那市告示第 22号）の規定による恵那市同居・近居応援事業補助金

の交付を受けたことがある場合 

 （３） 申請者又はその配偶者が恵那市定住促進奨励金交付要綱（平成 21年恵

那市告示第 37 号）の規定による恵那市定住促進奨励金の交付を受けたこと

がある場合 

 （４） 申請者又はその配偶者が恵那市えなで暮らそう奨励金交付要綱（令和

３年恵那市告示第 74 号）の規定による恵那市えなで暮らそう奨励金の交付

を受けたことがある場合 

 （５） 申請者又はその配偶者が恵那市空き家バンク活用支援補助金交付要綱

（平成 23年恵那市告示第 56号の２）の規定により、同要綱第３条第１号に

定める事業に対する補助金の交付を受けたことがある場合 

 （６） 申請者又はその配偶者が本要綱の規定による補助金の交付を受けたこ

とがある場合 

 （恵那市補助金等交付規則の適用除外） 

第 11条 この奨励金については、恵那市補助金等交付規則（平成 16年恵那市規

則第 44号）の規定は、適用しない。 

 （その他） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 （恵那市空き家バンク活用支援補助金交付要綱の一部改正） 

２ 恵那市空き家バンク活用支援補助金交付要綱（平成 23年恵那市告示第 56号

の２）の一部を次のように改正する。 

  第 15条に次の１号を加える。 



  （５） 恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金 

 （恵那市えなで暮らそう奨励金交付要綱の一部改正） 

３ 恵那市えなで暮らそう奨励金交付要綱（令和３年恵那市告示第 74号）の一部

を次のように改正する。 

  第 10条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号

を加える。 

  （４） 申請者又はその配偶者が恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金交付

要綱（令和５年恵那市告示第 45号）の規定による恵那市新婚世帯えなで暮

らそう奨励金の交付を受けたことがある場合 

  第 11条を第 12条とし、第 10条の次に次の１条を加える。 

  （恵那市補助金等交付規則の適用除外） 

 第 11条 この奨励金については、恵那市補助金等交付規則（平成 16年恵那市

規則第 44号）の規定は、適用しない。 

 （この告示の失効） 

４ この告示は、令和６年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、第９条の規

定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。 



様式第１号（第６条関係） 

    年  月  日 

 恵那市長 様 

申請者 郵便番号     -        

住  所              

氏  名              

電話番号              

 

恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金交付申請書 

 

 次のとおり恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金の交付を受けたいので、恵那

市新婚世帯えなで暮らそう奨励金交付要綱第６条の規定により関係書類を添えて

申請します。 

 

１．居住する住宅 

住宅の所在地 恵那市 

取得等の区分 □新築住宅 □建売住宅 □中古住宅 □その他（         ）

住宅の用途 □専用住宅 □併用住宅 □共同住宅 

住宅の構造 

及び床面積 

構   造： 

延べ床面積：         ㎡ 

（併用住宅の場合：住居部分     ㎡、併用部分     ㎡） 

 

２．補助対象経費 

申請区分 □住宅の取得 □住宅の増改築 □宅地の取得 

補助対象 

経費 

①住宅の取得等に要した費用：            円 

（うち申請者等の負担費用 ：            円） 

②宅地の取得に要した費用 ：            円 

（うち申請者等の負担費用 ：            円） 

住宅等の 

登記日 

①住宅の登記日：    年  月  日 

増改築の場合は支払日 

②宅地の登記日：    年  月  日 

  



３．同居する家族等  

氏名 続柄 生年月日 年齢（※１） 

 申請者     年   月   日 歳

      年   月   日 歳

      年   月   日 歳

      年   月   日 歳

      年   月   日 歳

      年   月   日 歳

      年   月   日 歳

※１ 年齢は、補助対象事業完了日を基準日とする。 

 

４．転入前の住所等 

転入前の住所  

転入日     年  月  日 

※要綱第５条第２項の「転入加算」を申請する場合のみ記入 

 

５．同意書 

恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金の交付申請にあたり、市内在住の有無、

市税等の滞納の有無その他奨励金の算定に必要な事項について、恵那市職員が調

査を行うことに同意します。 

①申請者：                     ※署名又は記名押印

②           ③           ④          

⑤           ⑥           ⑦          

 

  



（別紙） 

 

１．婚姻に関する事項 

婚姻日     年  月  日 

 

２．夫婦の所得に関する事項 

①申請者の直近過去１年間の所得金額 円

②配偶者の直近過去１年間の所得金額 円

 

③貸与型奨学金の返済を行っている場合

その年間返済金額 
円

 

④夫婦の合計所得金額 （①＋②－③） 円

 

３．誓約書 

恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金の交付申請に当たり、申請書の内容及び

次の記載事項に相違ないことを誓約します。 

誓約事項 チェック欄 

対象住宅について、結婚新生活支援事業（本奨励金をいう。）以

外の国が実施する住宅に係る補助制度を受けていない。 
□ 

申請者及びその配偶者が過去に本奨励金に類する他の地方公共

団体の補助金の交付を受けていない。 
□ 

申請者及びその配偶者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員

との関係を有するものではない。 
□ 

申請者及びその配偶者が生活保護法に基づく保護を受けていな

い。 
□ 

本奨励金の交付を受けた日から２年以上継続して恵那市に居住

する意思がある。 
□ 

 

申請者：           

※署名又は記名押印 



様式第２号（第７条関係） 

第     号 

    年  月  日 

      様 

恵那市長        印 

 

恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨

励金については、次のとおり奨励金の額を決定したので、恵那市新婚世帯えなで

暮らそう奨励金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

交付決定額                    円 

 

 

（交付決定の取消し及び奨励金の返還） 

次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消し、奨励金

の全部又は一部の返還が必要となります。 

 （１） 偽りその他不正な手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。 

 （２） 奨励金交付決定通知書に記載の交付条件に従わなかったとき。 

 （３） その他市長が不適当と認めたとき。 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

第     号 

    年  月  日 

      様 

恵那市長        印 

 

恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨

励金については、下記の理由により交付しないことに決定したので、恵那市新婚

世帯えなで暮らそう奨励金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

不交付の理由  

 



様式第４号（第８条関係） 

    年  月  日 

 恵那市長 様 

申請者 郵便番号     -        

住  所              

氏  名              

 

恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金交付請求書 

 

     年  月  日付け       第   号により交付決定を受け

た恵那市新婚世帯えなで暮らそう奨励金について、恵那市新婚世帯えなで暮らそ

う奨励金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１．交付請求金額            円 

 

２．振込先 

金 融 機 関 名  

本 ・ 支 店 名 本店   ・ （       ）支店 

預 金 種 別 普通  ・  当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 

 


